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Ⅷ

　労働者派遣法改正により、施行日（平成27年９月30日）以後に締結された労働者派遣契約に

基づく労働者派遣には、すべての業務で、次の２つの期間制限が適用されます。

�　派遣先事業所単位の期間制限

　　派遣先の同一の事業所に対して派遣できる期間は、原則３年が限度です。

　　派遣先が３年を超えて派遣を受入れようとする場合は、派遣先事業所の労働者の過半数で

　組織する労働組合、当該労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者から意見を聴く

　必要があります。

�　派遣労働者個人単位の期間制限

　　同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対して派遣できる期間は、

　３年が限度となります。

※　期間制限の例外

　次に掲げる場合は、例外として期間制限がかかりません。

①　派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合

②　60歳以上の派遣労働者を派遣する場合

③　終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合

④　日数限定業務（1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの）

　　に派遣労働者を派遣する場合

⑤　産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣す

　　る場合

です　　 　　　　　　　　　　　　。
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労働者派遣法

111

Ⅷ

※１　へき地とは、以下の①から⑦の法律に規定された地域をその区域に含む市町村として、

労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第２条第

２項の市町村を定める省令（平成18年厚生労働省令第70号）により指定された地域である

こと。

（平成27年9月30日で廃止、平成30年9月29日まで経過措置。）

派遣元事業主
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Ⅷ

　労働者派遣法改正により、施行日（平成27年９月30日）以後に締結された労働者派遣契約に

基づく労働者派遣には、すべての業務で、次の２つの期間制限が適用されます。

�　派遣先事業所単位の期間制限

　　派遣先の同一の事業所に対して派遣できる期間は、原則３年が限度です。

　　派遣先が３年を超えて派遣を受入れようとする場合は、派遣先事業所の労働者の過半数で

　組織する労働組合、当該労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者から意見を聴く

　必要があります。

�　派遣労働者個人単位の期間制限

　　同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対して派遣できる期間は、

　３年が限度となります。

※　期間制限の例外

　次に掲げる場合は、例外として期間制限がかかりません。

①　派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合

②　60歳以上の派遣労働者を派遣する場合

③　終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合

④　日数限定業務（1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの）

　　に派遣労働者を派遣する場合

⑤　産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣す

　　る場合

です　　 　　　　　　　　　　　　。

121

労働者派遣法

111

Ⅷ

※１　へき地とは、以下の①から⑦の法律に規定された地域をその区域に含む市町村として、

労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第２条第

２項の市町村を定める省令（平成18年厚生労働省令第70号）により指定された地域である

こと。

（平成27年9月30日で廃止、平成30年9月29日まで経過措置。）

派遣元事業主

110

Ⅷ　

労
働
者
派
遣
法

中頁／労働条件管理ハンドブック.indd   110 2018/02/05   13:08



124 114

Ⅷ①　労働者派遣の禁止業務に従事させた場合

②　無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合

③　事業所単位または個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合

④　いわゆる偽装請負等の場合

※派遣元事業主は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、期間制限違反が労

働契約申込みみなし制度の対象となることを明示しなければなりません。

雇用雇用
雇用

雇用

123

⑴　特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置（法第30条）
⑵　段階的かつ体系的な教育訓練、職業生活の設計に関する相談機会の確保等のための措置（法第30条の２）
⑶　均衡を考慮した待遇の確保のための措置（法第30条の３）
⑷　派遣労働者等の福祉の増進のための措置（法第30条の４）
⑸　適正な派遣就業の確保のための措置（法第31条）
⑹　待遇に関する事項等の説明（法第31条の２）
⑺　派遣労働者であることの明示等（法第32条）
⑻　派遣労働者に係る雇用制限（法第33条）
⑼　就業条件等の明示（法第34条）
⑽　労働者派遣に関する料金の額の明示（法第34条の２）
⑾　派遣先への通知（法第35条）
⑿　労働者派遣期間の制限の適切な運用（法第35条の２・法第35条の３）
⒀　日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止（法第35条の４）
⒁　離職した労働者についての労働者派遣の禁止（法第35条の５）
⒂　派遣元責任者の選任（法第36条）
⒃　派遣元管理台帳の作成、記載及び保存（法第37条）

⑴　労働者派遣契約に関する措置（法第39条）
⑵　適正な派遣就業の確保等のための措置（法第40条第１項）
⑶　均衡待遇の確保のための措置（法第40条第２項～第６項）
⑷　派遣先事業所単位の期間制限の適切な運用（法第40条の２）

�　労働者派遣契約の当事者は、派遣労働者が従事する業務の内容、事業所の名称及び所

　在地等、労働者派遣法で掲げる事項を定め、その内容ごとに人数を定めなければならない。

�　派遣先は労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ派遣元事業主に対し派遣可

　能期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならず、当該通知がない

　ときは労働者派遣契約を締結してはならない。

�　派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

（平成 24 年労働者派遣法改正法に基づき平成 27 年 10 月 1 日から施行）

　派遣先が以下の違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先から派遣元事業主との

労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたものとみなされます。派

遣労働者が承諾した時点で労働契約が成立します。（派遣先が違法派遣に該当することを知

らず、かつ知らなかったことに過失がなかったときを除きます。）

⑸　派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用（法第40条の３）
⑹　特定有期派遣労働者の雇用に関する措置（法第40条の４）
⑺　派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知（法第40条の５）
⑻　労働契約申込みみなし制度（法第40条の６）
⑼　離職した労働者についての労働者派遣の受入禁止（法第40条の９）
⑽　派遣先責任者の選任（法第41条）
⑾　派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知（法第42条）

労働契約申込みみなし制度
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Ⅷ①　労働者派遣の禁止業務に従事させた場合

②　無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合

③　事業所単位または個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合

④　いわゆる偽装請負等の場合

※派遣元事業主は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、期間制限違反が労

働契約申込みみなし制度の対象となることを明示しなければなりません。

雇用雇用
雇用

雇用
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Ⅷ

　　派遣元事業主は日雇派遣労働者として雇入れる際に、 その業務内容が派遣法施行令第4条第1号

　に掲げる業務に該当するか、 又は同第4条第2号に掲げる場合に該当するか確認する。

書面の交付により

127 128117115
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　　派遣元事業主は日雇派遣労働者として雇入れる際に、 その業務内容が派遣法施行令第4条第1号

　に掲げる業務に該当するか、 又は同第4条第2号に掲げる場合に該当するか確認する。

書面の交付により
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130

・フレックスタイム制の協定締結、届出
（第32条の２～第32条の４）

妊産婦等の坑内業務の就業制限（第64条の２）

締結、届出

制に関する協定締結、届出

129119

12　派遣先への説明

　○　派遣元事業主は、派遣先に対し、労働者派遣契約の締結に際し、日雇派遣労働者を派遣する

　　ことが予定されている場合には、その旨を説明する。また、労働者派遣をするに際し、日雇派

　　遣労働者を派遣する場合には、その旨を説明する。

13　その他

　○　日雇派遣労働者について労働者派遣を行う派遣元事業主及び労働者派遣の役務の提供を受け

　　る派遣先に対しても、派遣元指針及び派遣先指針は当然に適用される。

派遣先は、安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行う。

派遣元事業主は、

相互に

労働者派遣の実績

を、派遣先は、

提供

提供

　　　派遣先は、教育訓練に可能な限り協力し、便宜を図るよう努める。
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・フレックスタイム制の協定締結、届出
（第32条の２～第32条の４）

妊産婦等の坑内業務の就業制限（第64条の２）

締結、届出

制に関する協定締結、届出

129119

12　派遣先への説明

　○　派遣元事業主は、派遣先に対し、労働者派遣契約の締結に際し、日雇派遣労働者を派遣する

　　ことが予定されている場合には、その旨を説明する。また、労働者派遣をするに際し、日雇派

　　遣労働者を派遣する場合には、その旨を説明する。

13　その他

　○　日雇派遣労働者について労働者派遣を行う派遣元事業主及び労働者派遣の役務の提供を受け

　　る派遣先に対しても、派遣元指針及び派遣先指針は当然に適用される。

派遣先は、安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行う。

派遣元事業主は、

相互に

労働者派遣の実績

を、派遣先は、

提供

提供

　　　派遣先は、教育訓練に可能な限り協力し、便宜を図るよう努める。
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快適な職場環境の形成のための措置（第71条の２）

育児休業、介護休業、子の介護休暇、介護休暇、所定外労働
の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間
の短縮措置等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止
職場における育児休業、介護休業等に関する言動に起
因する問題に関する雇用管理上の措置

育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労
働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時
間の短縮措置等を理由とする不利益取扱いの禁止
職場における育児休業、介護休業等に関する言動に起
因する問題に関する雇用管理上及び指揮命令上の措置

妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いの
禁止（第９条第３項）
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用
管理上の措置（第11条第１項）
職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問
題に関する雇用管理上の措置（第11条の２第１項）
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（第12条及
び第13条第１項）

妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止（第９
条第３項）
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用
管理上及び指揮命令上の措置（第11条第１項）
職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に
関する雇用管理上及び指揮命令上の措置（第11条の２第１項）
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（第12条及
び第13条第１項）

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用関係（労働者派遣法第47条の３）

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用関係（労働者派遣法第47条の2）

131

先

受動喫煙の防止（第68条の２）
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快適な職場環境の形成のための措置（第71条の２）

育児休業、介護休業、子の介護休暇、介護休暇、所定外労働
の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間
の短縮措置等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止
職場における育児休業、介護休業等に関する言動に起
因する問題に関する雇用管理上の措置

育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労
働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時
間の短縮措置等を理由とする不利益取扱いの禁止
職場における育児休業、介護休業等に関する言動に起
因する問題に関する雇用管理上及び指揮命令上の措置

妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いの
禁止（第９条第３項）
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用
管理上の措置（第11条第１項）
職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問
題に関する雇用管理上の措置（第11条の２第１項）
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（第12条及
び第13条第１項）

妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止（第９
条第３項）
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用
管理上及び指揮命令上の措置（第11条第１項）
職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に
関する雇用管理上及び指揮命令上の措置（第11条の２第１項）
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（第12条及
び第13条第１項）

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用関係（労働者派遣法第47条の３）

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用関係（労働者派遣法第47条の2）

131

先

受動喫煙の防止（第68条の２）

120

Ⅷ　

労
働
者
派
遣
法

中頁／労働条件管理ハンドブック.indd   120 2018/02/05   13:08


